
じぶんの町を良くするしくみ
赤 い 羽 根 共同募金運動がはじまります！

　今年も10月1日から厚生労働大臣の告示により、全国一斉に�
「赤い羽根募金」で知られる「共同募金運動」がはじまります。

　共同募金の実施主体は、『奈良県共同募金会』です。川西町ではそ
の市町村組織である『川西町共同募金委員会』が10月1日から12月
31日の間、募金運動を実施いたします。
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新型コロナウイルス禍での
共同募金運動の実施について

〇今一度、知って頂きたい共同募金の趣旨
　共同募金は、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、さまざまな地域福祉
の課題解決に取り組む住民主体の福祉活動を応援する、「自分の町を良くするしくみ」として、取
り組まれています。

　そして、新型コロナウイルス禍の今だからこそ、つなが
りを保ち続けることを目的に活動する団体を支え続ける
ことが大切だと考えています。

〇ご協力頂いた募金の配分について
　川西町内でご協力頂いた募金は、共同募金委員会に設置されます審査委員会の審査を受け、社
会福祉協議会が実施する様々な福祉事業や地域の住民主体の福祉活動などに有効に活用されます。

〇コロナ禍での募金活動について
　今年は新型コロナウイルスが流行し、募金活動にも制約が伴う状況となっておりますが、募金
活動をおこなう際は、マスクの着用や消毒等の基本的な感染症予防策を実施し、大声や直接の接
触を避ける形で安全を確保しながら、募金活動を展開いたします。皆さまのご理解とご協力を宜
しくお願いします。

〇令和2年度の街頭募金について
　街頭募金については、民生児童委員協議会役員の皆さま、民生児童委員募金推進委員の皆さま
のご協力のもと、以下のとおり実施する予定です。

日　　　時 場　　所

令和2年10月1日（木）
午前7時～午前8時

近鉄結崎駅前

※新型コロナウイルスの状況で中止になる場合がございます
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「ふれあいサロン活動 担当者 交流会」を
開催いたしました

　去る7月31日（金）に川西町福祉施設ぬくもりの郷にて、ふれあいサロン活動を実施され
ている住民の方々にお集まり頂き、それぞれの活動内容や昨今の新型コロナウイルス禍で
の活動に対する戸惑いや取り組み等について話し合い、共有を通じて、交流を深めて頂き
ました。また厚生労働省等の関係機関から出されている通知等についてもご紹介させて
頂きました。

　参加して頂いた方からは、新型コロナウイルス禍での活動を
試行錯誤して取り組む様子が聞かれた他に、「他団体のお話が
聞けて良かった」という声が多く聞かれました。

　～ふれあいサロン活動　担当者　交流会のまとめ～　
・ふれあいサロン活動を実施する目的を再確認する

・�無理に活動を再開するのではなく、目的に応じてポスティングや訪問、オンライン等の「集
う」以外の方法を検討する

・�活動を再開するためには消毒や換気、会のルール設定等の準備が必要である

・�「3密回避」や「ソーシャルディスタンスの確保」への取り組みとして、イベント内容の簡
略化や時間短縮、人数制限等の取り組みを行っている団体がある

・�集う以外に広報や訪問等を使ってつながりを維持する取り組みを行っている団体がある

・�多くの団体が活動を自粛する中で、他団体の取り組みを知りたいと考えている

〇�川西町社会福祉協議会では引き続き、新型コロナウイルス禍での「地域のつながりを絶
やさない」ための取り組みについてご意見を頂き、交流会等で情報を発信していきたい
と考えています。普段の暮らしや福祉活動について、気になることや困りごとがありま
したら、些細なことでも、社会福祉協議会へご相談ください。

お問い合わせ ： 川西町社会福祉協議会　総務地域福祉係
TEL 0745-43-3939　FAX 0745-43-3938
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事業のお問い合わせ ： 総務地域福祉係　TEL 0745-43-3939　FAX 0745-43-3938

川西町社協だより 第 250 号（4）令和 2年 9月 1日

本会は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる事業において、個人情報を慎重に取り扱っています。

歳末たすけあい募金配分金事業
希 望 者 募 集

「歳末たすけあい大掃除支援事業」
　�　川西町社会福祉協議会では85歳以上の一人暮らしの方を対象に、新しい年を気持ちよく迎えられるよう、
ボランティアの方が大掃除のお手伝いをいたします。
　�　年齢の他にも対象の要件がございますので、詳しい内容、お申込方
法等については、お問い合わせください。

　実施時期 ： 11月下旬～12月上旬　　
　申込締切 ： 令和 2 年 10月 30日（金）
　申　　込 ： 各地区の民生児童委員までお申込みください。
　問合せ先 ： 川西町社会福祉協議会・各地区民生児童委員

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、「実施時期の変更」または「中止」となる場合がございます。

「第1回ふれあい弁当事業」中止のお知らせ
　�　川西町婦人会の皆さんが心をこめて作るお弁当の配布を行う「第1回ふれあい弁当事業」は新型コロナ�
ウイルスの影響を受け、感染防止の観点から中止させて頂くこととなりました。
　　楽しみにされていた方には誠に恐縮ではございますが、ご理解の程よろしくお願いします。

令和2年度 川西町社会福祉協議会
共同募金配分金助成申請団体募集!!

　川西町社会福祉協議会では、令和2年度の共同募金においてご協力いただいた募金を財源に、令和3年度
に以下のとおり助成事業を実施いたします。

事 業 名 地域福祉活動等助成事業

対 象 団 体 町内において、住民が主体となって福祉活動やボランティア活動を実施
する団体。

対 象 年 度 令和3年度の活動

助 成 金 額 予算の範囲内において、事業にかかる助成対象経費の3分の2以内で10万
円を上限とする。

受 付 期 間 令和2年10月1日（木）～令和2年10月30日（金）

応 募 方 法
所定の申請用紙に必要事項を記入の上、提出して下さい。
※新規の活動も対象となります。
※申請用紙等は川西町社会福祉協議会にございます。
※相談は随時受け付けます。（TEL：0745-43-3939）

助 成 の 決 定 川西町共同募金委員会審査委員会での審査により、決定いたします。


